
スプリンクラー設備について 
 

１ グループホーム等（6項ロ）に係るスプリンクラー設備の設置基準の改正経緯 

 

・昭和６２年１０月政令改正（昭和６３年４月施行） 

  延べ面積 ６０００㎡以上 ⇒ １０００㎡以上 

（東京都松寿園火災を契機（昭和６２年６月６日死者１７名）） 

 

・平成１９年６月政令改正（平成２１年４月施行） 

延べ面積 １０００㎡以上 ⇒ ２７５㎡以上 

  （長崎県大村市グループホーム火災を契機（平成１８年１月８日死者７名）） 

 

 

２ 他の用途を含めたスプリンクラー設備の設置基準 

   

 

 

一般
（延べ面積
　㎡以上）

地階
無窓階
（床面積

　　㎡以上）

4～10階
（床面積

　　㎡以上）

11階以上の
建物

11階以上の
階の部分

1 劇場、公会堂等＊ 1,500

2 遊技場等＊ 1,000

3 料理店、飲食店等＊ 1,500

4 物品販売店舗等 1,000

イ ホテル、旅館等＊ 1,500

ロ 共同住宅、寄宿舎等 － － － －

イ 病院、診療所等＊ 3,000 1,000 1,500

ロ 認知症高齢者グループホーム等＊

ハ 老人デイサービスセンター等＊

ニ 幼稚園又は特別支援学校＊

7 学校等

8 図書館、博物館等

イ 蒸気浴場等＊ 6,000 1,000 1,500 全館

ロ 一般浴場

10 駅、空港等

11 神社、寺院等

12 工場、撮影スタジオ等

13 自動車車庫、駐機場等

14 倉庫

15 前各号以外 － － －

イ 特定用途＊の存する複合用途 該当面積 該当面積 該当面積 全館

ロ イ以外の複合用途 － － － －

16の2 地下街 1,000

16の3 準地下街 1,000

－

一定のラック式倉庫

令別表第一区分

1,000

275

1,000 1,500

－

全館

全館

全部

16

6

5

9

－

－ － －

－

－

6,000

6,000
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6,000 

3,000 

6,000 
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３ 火災統計から見たスプリンクラー設備の効果について（平成 22 年、住宅を除く） 

 

スプリンクラー非設置建物の焼損床面積の状況（10,734 件） 

焼損床面積 ㎡ 

件目 

10,734件について、焼損床面積の小さいものから大きいものの順に 

その焼損床面積をプロットしたもの 

 

 

スプリンクラー設置建物の焼損床面積の状況（義務設置対象、846件） 

焼損床面積 ㎡ 

件目 

846件について、焼損床面積の小さいものから大きいものの順に 

その焼損床面積をプロットしたもの
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４ （厚生労働省調べ） 
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